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介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、すべての世

代にとって安心できる制度を構築

制度の安定性・持続可能性の確保柱４

♦評価の適正化・重点化

♦報酬の整理・簡素化
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ほかにも様々な改定事項があります

今後も、最新情報の収集をお願いいたします

おわりに

令和６年度報酬改定の主なポイント



２.報酬改定に伴う手続の

注意点等



報酬改定に伴う手続の注意点等

体制届の提出について１

各加算の要件を充たしているかご確認ください
※現在取得している加算の要件が変わる場合もあります

体制届の提出が必要かご確認ください
※介護保険課のHPをご確認ください

※処遇改善の新加算を算定する場合、提出が必要です

!

!



♦「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の記載方法

通常時

令和6年4月

特別地域加算 □ １ なし □ ２ あり

認知症専門ケア加算 □ １ なし ■ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算 □ １ なし □ ４ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ５ 加算Ⅲ

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

□ １　非該当 □ ２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

□ １　非該当 □ ２　該当

特別地域加算 ■ １ なし □ ２ あり

認知症専門ケア加算 □ １ なし ■ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算 □ １ なし ■ ４ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ５ 加算Ⅲ

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

■ １　非該当 □ ２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

■ １　非該当 □ ２　該当

＝変更のある加算のみ印をつける

＝全ての加算項目に印をつける

(例)認知症専門ケア加算が「なし→加算Ⅰ」、その他の加算に変更がない場合

ここだけ印

(見本は簡易的に作成したものです)



! 令和6年4月の体制届の提出期限は

令和6年４月１５日(月) 必着 です

通常時は...

居宅系サービス 算定開始月の前月の１５日 必着

施設系サービス 算定開始月の初日 必着



報酬改定に伴う手続の注意点等

報酬請求について２

報酬改定後は、請求誤りが多発します！

正確な請求手続をお願いいたします



報酬改定に伴う手続の注意点等

介護保険課へのお問い合わせ３

多数のお問い合わせが予想されます

大変恐れ入りますが

FAXでのご対応とさせていただきます

介護保険課ホームページより、様式をダウンロードしてご使用ください

お電話での受付はできかねますので、予めご了承ください

報酬改定に関するお問い合わせは



３.令和3年度報酬改定の

経過措置の終了について



令和3年度報酬改定の経過措置の終了について

令和3年度報酬改定において、令和6年3月31日に経過措置が終了するとされたもの

１ 感染症対策の強化
委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練
(シュミレーション)の実施等を義務化

３ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け

認知症介護基礎研修を受講させるために必要な
措置を講じること

５ 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状
態に応じた口腔衛生の管理を行うこと

事業所医師が診療しない場合の減算の強化

事業所外の医師に求められる「適切な研修の終
了等」について、適用猶予措置期間を延長

７

６ 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジ
メントの充実

入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う
ことを運営基準に規定

４ 高齢者虐待防止の推進

委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当
者を定めること

２ 業務継続に向けた取組の強化
業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、
訓練(シュミレーション)の実施等を義務化

R6年度改定
減算導入

R6年度改定
減算導入

R6年度改定
さらに延長



４.電子申請の導入について



電子申請の導入について

オンラインで、新規申請・更新申請・変更届 等の提出ができるようになります

奈良県では、令和6年9月頃から一部の運用を開始予定です

第２回地方公共団体向け「電子申請・届出システム」利用準備セミナー 資料

ご利用には
GビズIDが
必要です



５.その他留意事項について

① 各種申請届出 ② 介護サービス情報公表システム

③ 業務管理体制届 ④ リスクマネジメント

⑤ 事故報告 ⑥ 本県の担当部署一覧


